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注： 本書に別段の記載がある場合を除き、本書における「米ドル」とは、アメリカ合衆国の法定通貨

を意味する。株式会社三菱東京UFJ銀行が提示した2016年７月20日現在の対顧客電信直物売買相場

の仲値は１米ドル＝106.03円であった。本書において記載されている米ドル金額の日本円への換

算はかかる換算率によって便宜上なされているもので、将来の換算率を表するものではない。
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１【提出理由】

フランス相互信用連合銀行（以下「BFCM」という。）は、ゼネラル・エレクトリック・カン

パニー（以下「GE」又は「譲受け先」という。）のフランス及びドイツにおける事業の一部を

取得する計画（以下「本譲受け」という。）に関して、2015年12月３日付でGEと基本合意書を

締結した。したがって、BFCMは、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第８号の規定に基づき、平成28年３月８日に臨時報告書を提出し

た。

今般、BFCMは、2016年７月20日付で本譲受けを完了したため、先に提出した臨時報告書を補

完するため、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提

出する。

 

２【報告内容】

（1）当該事業の譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容

 

名称： ゼネラル・エレクトリック・カンパニー

（General Electric Company）

住所（本店の所在地）： アメリカ合衆国06828-0001

コネチカット州 フェアフィールド イーストン・ター

ンパイク3135

（3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut,

06828-0001, U.S.A.）

代表者の氏名： 取締役会長兼CEO　ジェフリー・R・イメルト

（Chairman of the Board & Chief Executive

Officer, Jeffery R. Immelt）

資本金

（2015年12月31日現在）：

702百万米ドル（74,433.06百万円）

事業の内容： パワー事業、再生可能エネルギー事業、オイル＆ガス

事業、エナジー・マネジメント事業、アビエーション

事業、ヘルスケア事業、トランスポーテーション事

業、アプライアンス＆ライティング事業及びキャピタ

ル事業

 

（2）当該事業の譲受けの目的

BFCMの第二の市場であるドイツにおいて、BFCMの存在感を高め、専門的なコーポレート・

ファイナンス事業におけるBFCMの市場シェアを伸ばすこと。

 

（3）当該事業の譲受けの契約の内容

①譲り受ける事業

フランス及びドイツにおけるリース及びファクタリング事業。リース及びファクタリング

事業は、ドイツにおいては「タルゴ・コマーシャル・ファイナンス（Targo Commercial

Finance）」の名称の下で行われ、フランスにおいてはそれぞれ「CM-CIC・リーシング・ソ
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リューションズ（CM-CIC Leasing Solutions）」及び「ファクトフランス（Factofrance）」

の名称の下で行われる予定である。

 

②本譲受けの対価の額

最終正味投資額（ENI）約68億米ドル（721,004百万円）に相当

 

③本譲受けの日程

欧州委員会、欧州中央銀行、プルーデンス規制・破綻処理庁（Autorité de Contrôle

Prudentiel et de Régulation（ACPR））及びドイツ連邦金融監督庁（Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht（BaFin））の承認を受けて、BFCMは、2016年７月20日付で

フランス及びドイツにおけるGEのリース及びファクタリング事業の取得を完了した旨発表し

た。
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